
令和２年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ６ 府 省 庁 名   内閣府         

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（  都市計画税 ） 

要望 

項目名 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の選定事業者が整備した公共施設等に係る

課税標準の特例措置の拡充及び延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号。以下、「ＰＦ

Ｉ法」という。）第２条第５項に規定する選定事業者が、同法第１４条第１項に規定する事業契約に従って実

施する同法第２条第４項に規定する選定事業について、以下の措置を講ずる。 

・特例措置の内容 

サービス購入型かつＢＯＴ方式の選定事業（ＰＦＩ法第２条第３項第１号又は第２号に掲げる者が法律の規

定によりその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により整備され

る公共施設等に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、（現行は令和２年３月３１日まで課

税標準を２分の１に減免する特例措置）非課税とすること。また、独立採算型または混合型であってＢＯＴ

方式である選定事業（ＰＦＩ法第２条第３項第１号又は第２号に掲げる者が法律の規定によりその事務又は

事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により整備される公共施設等に係る固

定資産税、都市計画税及び不動産取得税についても、非課税とすること 

 

関係条文 

ＰＦＩ法第２条第１項、同第２条第３項～第５項、同第１４条第１項、地方税法附則第１１条第６項、 

同附則第１５条第１７項、地方税法施行令附則第７条第９項～第１０項、同附則第１１条第１７項～第１８

項、地方税法施行規則附則第３条の２の１０、附則第３条の２の１１、附則第６条第４０項～第４１項等 

減収 

見込額 

［初年度］  ▲６９３ （ ▲２７０ ）  ［平年度］  ▲２，４１７ （ ▲９４０ ） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 今後多くの公共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、公的負担の抑制に資することやまた良好な公

共サービスの実現・新たなビジネス機会の創出も期待できるため、「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令

和元年改定版）」に基づき、ＰＰＰ／ＰＦＩの積極的な推進に取り組んでいるところ。 

 アクションプランにおいて、コンセッションをはじめとした利用料金収入を伴う事業（独立採算型・混合

型の事業）の推進が掲げられており、それらの取組の中で、より収益性を高める工夫を重ねることで公的負

担の抑制効果を高め、さらにはコンセッション事業へと発展させていくという視点が重要とされている。 

（２）施策の必要性 

 現状ＰＦＩのＢＯＴ方式は、ＰＦＩ全体で６６６件の実施方針（平成３０年３月末）のうち５９件にとど

まっている。ＢＯＴ方式は、地方自治体から見ると施設のリスクを軽減することができるとともに、費用の

平準化を図ることができる。 

アクションプランにおいても、ＢＯＴ方式をはじめとした収益型ＰＦＩ事業の推進を掲げており、ＢＯＴ

方式は民間事業者にとっても創意工夫や効率的な修繕等によるコスト削減が図りやすい手法である。 

これらのことから民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、効率的かつ効果的な公共サービスを

実現するためにＢＯＴ方式を推進する必要がある。 

また、従来の特例措置は、当該事業費の全部について公共施設等の管理者等が負担するスキームであり、

事業費の全額が公費により賄われるという点において、従来型の手法による公共サービスの調達と同等のも

のという観点から適用対象を「サービス購入型」に限定していたが、今後は、上記アクションプラン推進の

観点から、利用料金収入を伴う独立採算型・混合型の事業についても固定資産税等を非課税とする措置を講

じ、これらの類型の事業を推進する必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

該当なし 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

○政策 経済財政政策の推進  ○施策 民間資金等活用事業の推進 

経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年 6月 21日閣議決定） 

（ＰＰＰ／ＰＦＩの推進） 

 民間資金のより積極的な活用、既存の公的資産の利活用、収益を再投資に向ける仕組み等の

構築を通じ、インフラ・公共サービス分野への民間の資金・ノウハウ活用について、抜本的に

拡充する。このため、「成長戦略フォローアップ」及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」

に基づき、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの活用を重点的に推進する。上下水道のコンセッションにつ

いて、関係府省庁が連携し、先頭に立って取組を開始する地方自治体を後押しするとともに、

そのノウハウを横展開する。また、赤字空港の経営自立化を目指し、運営権対価の最大化を図

りつつ、地方管理空港を含め、原則として全ての空港へのコンセッションの導入を促進する。

刑務所の運営等にＰＦＩ手法を活用した事例の検証結果を踏まえ、地方を含めた庁舎建設など

あらゆる公共サービスにＰＰＰ／ＰＦＩを積極的に活用する。  

人口 20 万人以上の地方自治体における実効ある優先的検討の運用をはじめとするＰＰＰ／Ｐ

ＦＩの実施支援に加え、導入可能性調査経費等の初期投資支援や地域企業が参加するプラット

フォームの形成促進など具体的案件形成に向けた支援を強化するとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩ導

入の優先的検討を要件とした補助金・交付金の拡大など、地方自治体等がＰＰＰ／ＰＦＩに取

り組みやすい方策を講ずる。人口 20万人未満など人口規模が小さい地方自治体においても案件

形成が進むよう、また、地元企業の案件への参加が促進されるよう、全国の地方自治体や、地

元企業、地域金融機関の地域プラットフォームへの参画を促す。  

また、キャッシュフローを生み出しにくいインフラにも、積極的にＰＰＰ／ＰＦＩを導入すべ

く、サービス購入型の運営権設定や多年度かつ広域での一括契約などの仕組みを活用した民間

技術・ノウハウの導入に向けて、具体的に検討を進める。 

政策の 

達成目標 

平成２５年度～令和４年度の１０年間で２１兆円の事業規模目標を掲げ、各種目標（①コンセ

ッション事業７兆円②収益型事業５兆円③公的不動産利活用事業４兆円④その他事業５兆円）

の推進 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

無期限延長を希望 

同上の期間中

の達成目標 

該当なし 

政策目標の 

達成状況 

「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令和元年改定版）」をＰＦＩ推進会議において決定（令

和元年６月） 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

年間平均ＰＦＩ件数４８件×ＢＯＴ比率９％＝年間４．３件 

要望の措置の 
効果見込み 
（手段としての
有効性） 

税の不均衡により事業選択の可能性が偏っている状況は問題であり、非課税措置によって解決

が見込まれる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

該当なし 

 

 

上記の予算上
の措置等と 
要望項目との
関係 

該当なし 

要望の措置の 

妥当性 

税の不均衡により事業選択の可能性が偏っている状況は問題であり、非課税措置によって解決が見

込まれる。また、そもそもＰＦＩ事業は、従来国や地方公共団体が行ってきた公共事業を民間に委

託するもので、その性格は本来的に公的性格で、その用途も公共の用途に供されるものであること

から、ＢＴＯ方式同様にＢＯＴ方式も非課税が妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

税制上の特例措置を受けた施設は２２件であり、この特例措置による過去５年間（平成２６年

度～平成３０年度）の固定資産税・都市計画税の減税額は１,０２２百万円、不動産取得税の減

税額は２１百万円（内閣府調査）。 

※平成３０年度減税額は平成２９年度と同額と推計 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

平成２９年度適用額は以下のとおり。１／２課税標準×税率＝税額で記載。 

不動産取得税：     ３，２３５千円×４％  ＝    １２９千円 

固定資産税 ：１４，１９９，４９２千円×１．４％＝１９８，７９３千円 

都市計画税 ： ３，２０７，６７５千円×０．３％＝  ９，６２３千円 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

国、地方公共団体が税の影響を考慮せずＢＯＴ方式を選択できる環境が実現。 

前回要望時の 

達成目標 

事業の特性に合わせてＢＴＯ方式とＢＯＴ方式との選択がなされるような制度にすること。 

（実際にＢＯＴ方式を選択するかどうかについては、国・地方公共団体等の発注者が事業ごと

に決めることであり、検討の結果ＢＴＯ方式を選択するということもあり得る。したがって、

本特例措置が適用になったからといって必ずしもＢＯＴ方式が増えるとはいえず、ＢＯＴ方式

の事業件数といった定量的な目標設定は困難である。） 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

上記理由により、目標の達成度について定量的な評価は困難であるが、地方公共団体等から

はこれまでの税制措置に対する一定の評価と、延長及びさらなる拡充を要望されているところ

である。 

参考までに、ＢＯＴ方式とＢＴＯ方式の事業数を比較すると、それぞれ５９（８．９％）：４

３７（６５．６％）：その他１５６（２３．４％）と、ＢＴＯ方式が圧倒的に多い状況となって

いる（平成３０年３月３１日現在）。 

これまでの要望経緯 

平成１７年度に、固定資産税・都市計画税・不動産取得税の非課税措置を要望。その後５年

の時限措置が切れる平成２２年度に固定資産税・都市計画税・不動産取得税の非課税措置を要

望。平成２３年度は、法改正により新たにＰＦＩ事業の対象となる公共施設等に特例措置を拡

大するよう要望。平成２７年度に再度固定資産税・都市計画税・不動産取得税の非課税措置を

要望。令和２年３月末までの時限措置として、特例措置が延長されている。 
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